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聴 覚 障 害 

１ 指導上の特色及び基本的な配慮事項（特別支援学校学習指導要領解説総則等編より引用） 

聴覚障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校における言語に関する

指導については、自立活動の指導の比重が大きいが、その基本は、児童生徒の学校生

活全般にわたって、留意して指導を行う必要があるということである。 

このことは、小学部・中学部学習指導要領第１章総則第２節第１の４において、各

教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動と密接な関連を保ち、自

立活動の指導を行うことと示されている。したがって、国語科を中心として学校生活

の多くを占める各教科の指導においても、言語の指導は格段の配慮を必要としている

と言える。 

言語の指導に際して最も重要なことは、それぞれの児童生徒が、日常生活の中で、

指導しようとする言葉にかかわる具体的な体験をどの程度有しているかということで

ある。特に、言葉の意味を理解したり、それによって的確な言語概念を形成したり、

その指導の過程において言語による思考力を高めたりするためには、具体的経験をい

かに言葉で表現し理解できるようにするかが極めて大切なことである。 

したがって、各教科の指導に当たっては、常に、その基本となる言葉で考える指導

に留意し、一人一人の障害の状態や発達の段階等に応じた指導を工夫する必要がある。 

 

聴覚障害の児童生徒は、聴覚を通した情報の獲得が困難であることが多いことから、

書かれた文字等を通して情報を収集したり、理解したりすることが必要となる。こう

したことから、聴覚障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校において

は、様々な機会を通じて、児童生徒の読書活動の活発化を促すことが、それぞれの全 

人的な育成を図る上で極めて重要なこととなる。 

一般的に、話し言葉によるコミュニケーションは、直接体験を主とする内容が多い

とすれば、読書による経験は、間接的な内容が多いということができる。読書は、こ

の間接経験を通じて、児童生徒が視野を広げ、知識を習得し、社会性や人間性を養う

上で重要な活動である。 

指導に当たっては、児童生徒が読んで分かり、「面白い」という実感をもち、「ま

た読みたい」というような読書に対する意欲や態度が養われるようにすることが必要

である。したがって、ときには、児童生徒がどのような読み方をしているか、果たし

(1)  体験的な活動を通して的確な言語概念の形成を図り、児童の発達に応じた思考

力の育成に努めること。 

(2)  児童の言語発達の程度に応じて、主体的に読書に親しんだり、書いて表現した

りする態度を養うように工夫すること。 
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て読んでいる内容が理解されているのかなどの観点から、適宜、質問をしたり、気付

いたことを文などで表現する機会を設けたりするなどして、児童生徒の読書や書くこ

とに対する意欲や興味・関心を的確に把握し、更に児童生徒が自ら読書に親しみ、書

いて表現する態度を養うよう配慮することが大切である。 

 

各教科の指導計画の作成に当たっては、今回の改訂において個別の指導計画を作成

することが盛り込まれたことを踏まえ、これまで以上に、児童生徒の聴覚障害の状態

等を的確に把握し、一人一人の児童生徒に即した指導内容を適切に精選し、指導に生

かすようにすることが必要である。その際の重要な観点としては、児童生徒が「分か

る」ことに支えられて、主体的に学習が進められるよう基礎的・基本的な事項に重点

を置いたり、興味・関心のある事項を優先的に取り上げたりするなど、工夫して指導

するよう努めることが大切である。 

 

科学技術の進歩等に応じて、今日、聴覚補償機器等の性能は格段に向上している。

したがって、児童生徒の保有する聴覚を最大限に活用することは、聴覚障害者である

児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の教育全般にわたって重要なことであるが、

各教科の指導に当たっても、このことは特に配慮すべきことである。 

このため、定期的な聴力測定の実施や一人一人の児童生徒の補聴器の適切なフィッ

ティングの状態などについては、これまで以上に留意するとともに、例えば、補聴器

が適切に作動しているかどうかという観点から、授業の開始時に、教師が一人一人の

児童生徒の補聴器を用いて、実際に音声を聞いてみるなどの方法で点検を行うなどの

配慮が欠かせないことである。 

ここで、「補聴器等」とあるのは、児童生徒の聴覚活用という点では、必ずしも補

聴器に限らず、人工内耳の装用も含め、例えば、水泳等の補聴器を装用できない場合

の指導においては、教師の声を直に聞かせるようにすることなども含んでいることを

意味している。 

 

(3)  児童の聴覚障害の状態等に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的

な事項に重点を置くなどして指導すること。 

(4)  補聴器等の利用により、児童の保有する聴覚を最大限に活用し、効果的な学習

活動が展開できるようにすること。 

(5)  視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するととも

に、コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるように

すること。 
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聴覚に障害のある児童生徒の指導に当たっては、可能な限り、視覚的に情報が獲得

しやすいような種々の教材・教具や楽しみながら取り組めるようなソフトウェアを使

用できるコンピュータ等の情報機器を用意し、これらを有効に活用するような工夫が

必要である。 

特に、各教科の内容に即した各種の教材・教具を用いて指導する際には、児童生徒

に何をどのように考えさせるかについて留意することが大切である。障害の状態や興

味・関心等に応じて、発問の方法や表現に配慮したり、板書等を通じて児童生徒が授

業の展開を自ら振り返ることができるようなまとめ方を工夫したりすることが重要で

ある。 

また、聴覚障害の児童生徒に対しては、視覚等を有効に活用するため、視聴覚教材

や教育機器、コンピュータ等の情報機器や障害の状態に対応した周辺機器を適切に使

用することによって、指導の効果を高めることが大切である。その場合でも、視覚的

に得た情報に基づいて、発問や板書を工夫するなどして児童生徒の話合い活動を重視

し、視覚的な情報を言語によって、十分噛み砕き、教科内容の的確な理解を促すよう

配慮することが大切である。 

 

児童生徒の聴覚障害の状態や興味・関心、教育歴等の実態は多様である。したがっ

て、各教科の指導に当たっては、指導目標の達成や指導内容の確実な習得を目指して、

それぞれの児童生徒の実態に応じ、教師とのコミュニケーションが円滑かつ活発に行

われることが必要である。  

また、各教科の指導においては、一人一人の児童生徒の聴覚障害の状態等に応じて、

様々なコミュニケーション手段を適切に活用した話合い活動を中心に授業が展開され、

そのことを通して、学習内容の理解が図られることから、意思の相互伝達が円滑かつ

的確に行われ、それが全体として一層活発化されることが特に望まれる。 

このため、児童生徒の障害の状態や発達の段階等に応じて、多様なコミュニケーシ

ョン手段（聴覚活用、読話、発音・発語、文字、キュード・スピーチ、指文字、手話

など）を適切に選択・活用することが大切である。その際、小学部や中学部のそれぞ

れの教育の目標を踏まえるとともに、それぞれのコミュニケーション手段が有してい

る機能を理解し、さらに、一人一人の児童生徒の実態を十分に考慮して、適切な選択

と活用に努める必要がある。 

なお、義務教育である小学部・中学部段階においては、基礎的・基本的な知識・技

能の確実な習得に努める必要があることから、それに結び付くように児童生徒の言語

力の向上に努めることが大切である。したがって、聴覚障害の児童生徒にとっては、

(6)  児童の聴覚障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーション手

段を適切に活用して、意思の相互伝達が活発に行われるように指導方法を工夫す

ること。 
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この時期、意図的・計画的に、後々の学習の基礎となる言語習得や言語概念の形成等

に努めることが必要である。 

 

２ 自立活動の内容（特別支援学校学習指導要領解説自立活動編より引用） 
１ 健康の保持 

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。 

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

聴覚障害のある幼児児童生徒については、発達の段階に応じて、耳の構造や自己の

障害についての十分な理解を図ることが必要である。その上で、補聴器等を用いる際

の留意点についても理解を促すなどして、自ら適切な聞こえの状態を維持できるよう

耳の保護にかかわる指導を行うことが大切である。 

 

２ 心理的な安定 

(1) 情緒の安定に関すること。 

(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。 

(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。 

 

３ 人間関係の形成 

(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。 

(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。 

(3) 自己の理解と行動の調整に関すること。 

(4) 集団への参加の基礎に関すること。 

(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。 

聴覚障害のある幼児児童生徒の場合には、聴覚的な情報を入手しにくいことから、

視覚的な手掛かりだけで判断したり、会話による情報把握が円滑でないため自己中心

的にとらえたりしやすいことがある。 

例えば、本当は嫌な気持ちを抱いていても、場面によっては、笑い顔になってしま

うこともある。そのようなときに、聴覚障害のある幼児児童生徒が笑っているという

表情だけから、相手が喜んでいると受け止めてしまうと、相手の感情に応じて適切に

行動できないことがある。また、会話による補完が十分にできないため目の前の状況

だけで判断しがちなことがあるが、そこに至るまでの状況の推移についても振り返り

ながら、順序立てて考えるなど、出来事の流れに基づいて総合的に判断する経験を積
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ませることも必要である。その際には、聴覚活用や読話等の多様なコミュニケーショ

ン手段を場面や相手に応じて適切に選択し、的確に会話の内容を把握することも必要

になる。 

こうしたことから、聴覚障害のある幼児児童生徒が相手の感情や真意を理解できる

ようにするためには、この項目に加えて、「２ 心理的な安定」、「４ 環境の把握」、

「６ コミュニケーション」等の区分に示されている項目の中から必要な項目を選定し、

それらを相互に関連させるなどして具体的な指導内容を設定することが大切である。 

(4) 集団への参加の基礎に関すること。 

聴覚障害のある幼児児童生徒の場合、場面や相手によっては、行われている会話等

の情報を的確に把握できにくいことがある。そのため、日常生活で必要とされる様々

なルールや常識等の理解、あるいはそれに基づいた行動が困難な場合がある。そこで、

背景を想像したり、実際の場面を活用したりして、どのように行動すべきか、また、

相手はどのように受け止めるかなどについて、具体的なやりとりを通して指導するこ

とが大切である。 

 

４ 環境の把握 

(1) 保有する感覚の活用に関すること。 

(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること。 

(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 

(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。 

(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 

(1) 保有する感覚の活用に関すること。 

聴覚障害のある幼児児童生徒の場合、補聴器等の装用により、保有する聴力を十分

に活用していくための指導が必要である。さらに、場所や場面に応じて、磁気ループ

を用いた集団補聴システム、FM電波や赤外線を用いた集団補聴システム又はFM補聴器

等の機器の特徴に応じた活用ができるようにすることが大切である。 

(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。 

聴覚に障害がある場合には、感覚の補助手段として、音声を増幅する補聴器等の活

用とともに、代行手段としての視覚の活用が考えられる。特に、言葉を受容するため

の視覚的な手段としては、相手の口形や表情を基にして理解する読話、手指の形や動

き等を基にして理解する手話や指文字、キュード・スピーチ（又はキューサインなど）

がある。このほかにも、音声等の情報を文字表示する機器、時刻を光や振動を用いて

知らせる機器等がある。これらの補助手段や代行手段の特徴及び機能を的確に理解し

て、幼児児童生徒が、個々の障害の状態に応じた活用方法を工夫できるようにするこ

とが大切である。 
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(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。 

聴覚に障害がある場合、補聴器等を通して得られた情報だけでは、周囲の状況やそ

の変化を十分に把握することが困難な場合がある。例えば、補聴器の活用の仕方によ

って、音の方向のとらえ方に違いが生じることもある。そこで、身の回りの音を聞き

取り、様子や言葉を理解する場合には、視覚や嗅覚などの感覚も総合的に活用する指

導が必要である。その際には、情報を的確に収集するとともに、様々な感覚をいかに

活用するかについても考えさせることが大切である。 

このように、視覚、聴覚、触覚などの保有するいろいろな感覚やその補助及び代行

手段を総合的に活用して、周囲の状況を的確に把握することが大切である。 

聴覚に障害があることにより、背後や外の様子等周囲の状況を的確に把握できにく

いことがある。また、周囲の人とのコミュニケーションの不十分さなどの影響で、物

事がどのように推移してきたか、相手がどう思っているか、これから何が始まるかな

どについて、予想できにくい場合もある。 

こうした場合には、視覚や嗅覚等の様々な感覚を活用して情報を収集したり、多様

な手段を活用した積極的なコミュニケーションを通して相手を理解したりするととも

に、それまでに得ている情報等と照らし合わせたりしながら、周囲の状況や人の気持

ち、今後の展開等を推察することが必要である。 

したがって、感覚を総合的に活用して周囲の状況等を理解し、自己の生活に生かす

指導については、この項目に加えて、「３ 人間関係の形成」、「４ 環境の把握」、

「６ コミュニケーション」等の区分に示されている項目の中から必要な項目を選定し、

それらを相互に関連させて、具体的な指導内容を設定することが必要である。 

(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 

聴覚障害のある幼児児童の場合、視覚的な情報を適切に活用して作業等を行うこと

が大切である。例えば、幼児が折り紙をする場合で、教師や友達の折り方を見て、同

じように紙を折るような活動の際には、それぞれの作業過程を的確な言葉に結び付け

ていくことが大切である。 

折り紙の例では、「端をぴったり重ねる」、「角が重なるように折る」、「左手で

押さえて、 右手で折り目を付ける」、「片方を開く」などの言葉を知り、実際に作業

できるようにする必要がある。このような言葉と行動の対応関係を、生活の様々な機

会を通じて繰り返していくことで、その概念を的確に身に付けることができるのであ

り、さらに、習得したこれらの概念を用いて、幼児はより複雑な事柄の認知や作業に

取り組むことが可能になる。 

そこで、 この項目を中心としつつ、「４ 環境の把握」や「６ コミュニケーション」

等の区分に示されている項目の中から必要な項目を選定し、それらを相互に関連付け

て、幼児児童が興味・関心を抱きながら取り組めるような具体的な指導内容を設定す

ることが大切である。 



 - 16 -

５ 身体の動き 

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 

(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。 

(4) 身体の移動能力に関すること。 

(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

 

６ コミュニケーション 

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

(2) 言語の受容と表出に関すること。 

(3) 言語の形成と活用に関すること。 

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。 

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。 

聴覚に障害がある場合は、幼児児童生徒の発達の段階に応じて、相手を注視する態

度や構えを身に付けたり、あるいは自然な身振りで表現したり声を出したりして、相

手とかかわることができるようにしたりするなど、コミュニケーションを行うための

基礎的能力を身に付ける必要がある。 

(2) 言語の受容と表出に関すること。 

聴覚に障害がある場合には、言葉を受容する感覚として視覚と保有する聴覚とがあ

る。しかし、言葉の意味は単に視覚や聴覚による刺激を与えるだけで獲得されるわけ

ではない。言葉を構成している音節や音韻の構造、あるいは文字に関する知識等を用

いながら、言葉が使われている状況と一致させて、その意味を相手に適切に伝えてい

くことが大切である。また、意思の表出の手段の一つとして音声があるが、幼児児童

生徒の障害の状態によって、その明瞭度は異なっている。したがって、こうしたこと

に配慮しつつ、音声だけでなく身振りを状況に応じて活用し、さらに、手話・指文字

や文字等を活用して、幼児児童生徒が主体的に自分の意思を表出できるような機会を

設けることが大切である。 

(3) 言語の形成と活用に関すること。 

聴覚に障害がある場合には、経験と言葉を結び付けることが困難になりやすいこと

から、幼児児童生徒の主体性を尊重しながら、周りの人々による意図的な働き掛けが

必要である。また、幼児児童生徒の発達の段階等に応じては、抽象的な言葉の理解が

課題となる。話し言葉や書き言葉、指文字や手話を活用するなどして、言語の受容・

表出を的確に行うとともに、併せて言葉の意味理解を深める必要がある。さらに、文

法等に即した表現を促すなどして、体系的な言語の習得を図り、適切に活用できるよ  

うにすることが大切である。 
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(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

聴覚に障害がある幼児児童生徒の場合には、コミュニケーション手段として、音声

や文字、手話等を用いる方法が考えられる。手指を用いる際にも、例えば、指文字は

言葉の音節を、キュード・スピーチは子音部分を表し、手話は単語レベルで意味を表

現するなどの特徴があることから、幼児児童生徒の障害の状態や発達の段階等を考慮

して、適切なコミュニケーション手段の選択・活用に努め、円滑なコミュニケーショ

ンが行えるようにすることが大切である。 

聴覚に障害がある幼児児童生徒については、聴覚障害の補助手段としての補聴器や

人工内耳等、代行手段としての読話やキュード・スピーチ、指文字、手話等のコミュ

ニケーション手段が単独若しくは組み合わせて用いられている。これらの選択・活用

に当たっては、幼児児童生徒の聴覚障害の状態や発達の段階、進路希望等の本人の意

思、保護者の考え等を総合的に勘案し、本人のもっている可能性を最大限に生かして、

自立し積極的に社会参加できるよう指導内容・方法の工夫を行うことが大切である。

その際、意欲や自信の喚起、関心や人間関係の拡大等に留意することが必要である。   

また、一つのコミュニケーションの方法にこだわることなく、幼児児童生徒の発達の

段階や興味・関心等に応じて、方法を変えたり、幾つかの方法を組み合わせたりする

などの配慮も大切である。 

そこで、聴覚に障害がある幼児児童生徒に適切なコミュニケーション手段の選択・

活用を指導するに当たっては、「２ 心理的な安定」や「３ 人間関係の形成」、「４ 環

境の把握」等の区分に示されている項目の中から必要な項目を選択し、それらを相互

に組み合わせて具体的な指導内容を設定するなどの創意工夫が重要である。 

 

３ 障害に応じた教育課程の編成（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所：特別支援教育
の基礎・基本 一人一人のニーズに応じた教育の推進より引用）  

  ① 難聴特別支援学級 

    難聴特別支援学級における教育課程は、基本的には小・中学校の教育課程である

が、自立活動などが教育課程に位置付けられることもある。児童生徒の障害の状態 

に応じた指導としては、聴覚活用に関すること、音声言語（話し言葉）の受容（聞 

き取り及び読話）と表出（話すこと）に関することが挙げられる。また、必要に応 

じて、言語（語句、文、文章）の意味理解やコミュニケーションに絡んだ人間関係

などの改善についての内容も取り上げられる。 

② 通級による指導（聴覚障害） 

通級による指導での難聴児童生徒への指導の内容は、障害による学習上又は生活

上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養う

指導では、保有する聴力の活用や日常の話し言葉の指導等が行われる。また、障害

の状態に応じて各教科の内容を補充するための特別な指導（自立活動と合わせて年



 - 18 -

間280単位時間を超えない）としては、算数・数学における文章題の指導、国語や英

語における音読の指導等が行われることになる。 

 

４ 教科指導上の留意事項（独立行政法人国立特別支援教育総合研究所：特別支援教育の基礎・
基本 一人一人のニーズに応じた教育の推進より引用） 

  ① 視覚的な手掛かりが重要となるため、学習のテーマや展開を明確にし、板書や掲

示物を効果的に活用する。 

 ② 板書は大切だが、板書しながら同時に説明を行うと、児童生徒は複数の情報を一

度に確認しなければならなくなるため理解が難しくなる。板書後、顔や口元を見せ、

的確な音声あるいは手話などを活用しながら説明するようにする。   

 ③ 机間指導の際は、児童生徒の後ろから話しても、聞き取ることは困難である。ま

た、逆光にならないように光線に留意するとともに、顔や口元を見せて話すことが

大切である。 

 ④ 発言をする児童生徒には、挙手を促して、発表者の位置が確認できるようにする。

また、発言内容は板書で確認するようにする。 

 ⑤ 児童生徒にとって、聞くこと・見ること・書くことを同時に行うことは困難であ

る。ノートやワークシートに書く時間や、作業する時間を授業時間内において、区

別して設けるようにする。 

 ⑥ ＦＭ補聴器などを利用したり、テニスボールなどをいすにはめて雑音を軽減した

りするなどして、確実に教師の声が届くように工夫し、より聞き取りやすい環境で

授業を行うようにする。 

 

５ 教育的支援の内容及びポイント（独立行政法人国立特殊教育総合研究所：特別支援学級の
Good Practiceより引用） 

 ① 児童生徒の気持ちを理解することに努める 

   児童生徒が暮らしの中で感じている困難さや児童生徒の願いなど、児童生徒の気

持ちを理解することに努める。児童生徒とかかわっているすべての瞬間に児童生徒

から発せられるサインを受け止める努力をする。 

 ② 児童生徒が安心して活動できるように配慮する 

   難聴があることによって心理的な不安定さが生じる。児童生徒が感じている不安

や不満などを受け止め、それらが和らぐように配慮をして、安心して人とコミュニ

ケーションをしたり活動したりできるようにする。 

 ③ より確かなコミュニケーションを体験できるよう配慮する 

   あらゆる場面において児童生徒がより確かなコミュニケーションを体験できるよ

うに配慮する。児童生徒が「分かった。」、「分かってもらえた。」という体験（成功

体験）を積み重ねることによって、「もっと分かるようになりたい。」、「もっと分か
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ってほしい。」という気持ち（内発的動機）を育てていく。 

 ④ 児童生徒の主体性を生かした活動を工夫する 

   難聴のある児童生徒は主体的に人とかかわる体験が不足しがちである。児童生徒

がしたいことや話したいこと、興味関心があることを題材として活動する。児童生

徒の願いや意志が実現する活動をすることにより、意欲や積極性を引き出していく。 

⑤ 周囲の人々への理解啓発に努める 

 児童生徒がどのように聞こえにくいか、どうするとコミュニケーションがしやすく

なるかを周りの人々に理解してもらう。また、通常の学級における座席の配慮やＦＭ

補聴器の活用、様々な情報保障の手段について連携して取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


